1割の自己負担が高額になったとき
· 一割の自己負担が、一定金額（上限額）を越えたときは、その超えた分が払い戻されます（高額介護サービス費）。 

· また所得によってその上限が減額され、負担が重くなりすぎないようなしくみになっています。 


手続き 

町に「高額介護サービス費申請書」を提出します。（該当される方には町から通知します）[image: image1]
